
申請書提出前には、必ず算定結果の確認を！

□申請書の提出前に、作成したデータを算定のうえ「C・D条件及び
個別審査箇所一覧（簡易版）」を確認願います。（p.4参照）

【チェックポイント】

□ 通行経路に兵庫県管理道路が含まれているか。

□ 申請手数料が誤っていないか。

通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合、手数料（県収入証紙）が必要です。

手数料＝ 200円×申請車両台数×経路数（往復の場合は２経路）

※複数申請をされる場合、合算金額ではなく、申請書単位の金額（県収入証紙）が必要です。

□ 申請書と添付書類（車検証等）の車両諸元、車両内訳が一致しているか。

□ 経路表に出発地から目的地までの経路が不足していないか。未収録路線の名称が正確に記載さ
れているか。出発地、目的地の住所地番、建物名・工事名が正確に記載されているか。

□往復申請が可能か。出発地・目的地に面している道路が指定方向外進行不可や一方通行による
進入禁止となっていないか、中央分離帯があり横断できない道路ではないか。

□ 超寸法車両の場合、軌跡図が添付されているか。協議先から理由書（車両の構造及び積載する
貨物の特殊性）、運行計画書（運行時間、誘導方法、待避場所の位置等）等を求められた場合は
提出をお願いすることがあります。

□ 収録道路であっても、出発地・目的地の付近図の添付にご協力願います。
付近図には出入口の位置、路線名、10桁の交差点番号を記載してください。

1※上記の申請書類等が不足している場合、審査に時間を要することがあります。
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申請データの作成や簡易システムに関する操作方法等については
特車運用事務局 ℡:048-601-3223 へお問い合わせください。
その他の問い合わせは、土木部道路保全課管理班特車担当℡:078-362-4102 へ

特車PRサイト URL : http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
② 作成したtks又はbin

データを読み込ませます。
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算定結果帳票出力で確認できること
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「超寸法」と表示の場合は、軌跡図を提出してください。
協議先から理由書、運行計画書等を求められた場合は
提出をお願いすることがあります。

「有り」や「個別審査」の場合は、「不許可」となることもあります。
「C・D条件及び個別審査箇所一覧（簡易版）」及び地図をご確認のうえ
経路の変更も検討して下さい。p.4参照

「未収録路線」がある場合は、
付近図を添付してください。
付近図には出入口の位置、
路線名、10桁の交差点番号を
記載してください。



通行経路
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障害種別 条件 道路管理者 路線名称 地先名
往復
区分

名称
(交差点又は構造物)

出発地側交差点 交差点地先名 ～ 目的地側交差点 交差点地先名

播磨町役場前#5234060411 古宮 ～ #5234060171 北本荘

畑瀬橋#5234470017 大門 ～ #523447F004 黒田庄町大伏

西長洲#5235035272 西長洲町３丁目 ～ #5235035324 西長洲町３丁目

西長洲#5235035272 西長洲町３丁目 ～ #5235035324 西長洲町３丁目

養田#5234060105 尾上町養田 ～ 相生橋西詰#5234060294 高砂町藍屋町

- - ～ - -

西宮浜１丁目#5235022276 - ～ 西宮浜出入口#5235021729 西宮浜1丁目

#5234150359 - ～ 姫路市駅前町336

＃5234060158 - ～ △△市△△町△△-△△

車道幅員-3.00m 21時～6時に通行のこと

出発地住所 目的地住所 備考

○○市○○町○○-○○
超寸法となる車両においては、通行不可となる交差点を除く全ての交差点で個別審査とな
ります。

□□市□□町□□-□□　□□川護岸工事現場

Ｃ・Ｄ条件及び個別審査箇所一覧(簡易版)

橋梁 個別審査
兵庫県　西宮土木事務
所

主要地方道 兵庫県13
号線 尼崎池田線

西長洲 往復 名月陸橋

D条件の限度重量-56.11t

狭小幅員

その他の規制〔名月陸橋は個別審査がある場合車両総重量がＤ条件の限度重量値×１．２５以下であればＤ条件で協
議不要で通行可。限度重量値×１．２５を超える場合は通行不可。〕のため、終日通行禁止

通行規制 個別審査
兵庫県　西宮土木事務
所

主要地方道 兵庫県13
号線 尼崎池田線

-

未収録道路 個別審査 姫路市 姫路市道8号 - -

申請車両の占有幅-3.51m 車道幅員-3.10m

C 播磨町
市町村道 播磨町4号線
浜幹線

東本荘２丁目 往 -

-

当該交差点進入禁止（一般都道府県道 兵庫県573号線 複線（5） 芦屋鳴尾浜線から一般都道府県道 兵庫県573号線
複線（5） 芦屋鳴尾浜線への折進）

往復 -

- 道路法適用外道路 -

-

- -

通行不可
阪神高速道路株式会社
管理本部

曲線 C
近畿地方整備局　兵庫
国道事務所

一般国道 175号線 大門 往復

-

一般都道府県道 兵庫
県573号線 複線（5）
芦屋鳴尾浜線

西宮浜１丁目 復 西宮浜出入口#5235021729　

未収録道路 個別審査

通行規制 個別審査
兵庫県　加古川土木事
務所

一般都道府県 兵庫県
718号線 明石高砂線

- 往復 -
令和５年１１月１日～令和７年５月３１日は、大型車通行止め〔相生橋拡幅工事のため特殊車両は通行不可です〕の
ため、終日通行禁止

交差点

スパン 通行不可
兵庫県　西宮土木事務
所

一般都道府県道 兵庫
県573号線 複線（5）
芦屋鳴尾浜線

- 復

この「条件」欄に「C」、「D」と出力される場合は、その条件で通行できます。

この欄が「個別審査」と出力されている場合は、「不許可」となることもありますので、経路の変更も検討して下さい。

超寸法車両の場合は、全ての交差点が「個別審査」となります。必ず軌跡図を添付してください。

通行規制で「条件」欄に「個別審査」が出力される場合は、

ここに出力されている内容を確認下さい。

車両総重量がD条件の限度重量を超える場合は「不許可」となることがあります。

この例での橋梁は上段の通行規制の〔 〕欄に記載のとおり、通行可か否か判断し、

通行不可の場合は経路の変更や減トンを検討してください。

出 力 例

記載の期間は、迂回してください。

「通行不可」と出力される場合は、「不許可」となることもあります。

通行不可には、指定方向外進行不可や一方通行による進入禁止（往復申請不可）等がありますので、地図等でご確認ください。

未収録道路は、「道路管理者」、「路線名称」を調査・記入の上、「付近図」を添付して下さい。

路線名称等の問い合わせ先は「特車PRサイト」のTOP画面の「走行前にご確認ください」の

「路線名等について」に掲載。

未収録道路が「道路法適用外道路」の場合は「道路法適用外道路」と入力してください。
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